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少 子 化 社 会 対 策 大 綱 （概要）
～結婚、妊娠、子供・子育てに温 か い社 会の実現をめ ざして～

○少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針
○年度内の策定が「骨太2014」において決定されており、平成16年、22年に続き、今回は3回目

＜少子化社会対策基本法＞（平成15年法律第133号）
（施策の大綱）
第７条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するため
の施策の大綱を定めなければならない。

○少子化は、個人・地域・企業・国家に至るまで多大な影響。社会経済の根幹を揺るがす危機的状況

○少子化危機は、解決不可能な課題ではなく、克服できる課題

○直ちに集中して取り組むとともに、粘り強く少子化対策を推進

○結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向けて、社会全体で行動を起こすべき

Ⅰ はじめに

（１） 結婚や子育てしやすい環境となるよう、社会全体を見直し、これまで以上に対策を充実

（２） 個々人が結婚や子供についての希望を実現できる社会をつくることを基本的な目標
※個々人の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに留意

（３）「結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取組」と「地域・企業など
社会全体の取組」を両輪として、きめ細かく対応

（４） 今後５年間を「集中取組期間」と位置づけ、Ⅲで掲げる重点課題を設定し、政策を効果的かつ
集中的に投入

（５） 長期展望に立って、子供への資源配分を大胆に拡充し、継続的かつ総合的な対策を推進

Ⅱ 基本的な考え方 ～少子化対策は新たな局面に～

少子化社会対策大綱
平成27年３月20日閣議決定
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○地域の「強み」を活かした取組
・地域少子化対策強化交付金等により取組支援
・先進事例を全国展開

○「地方創生」と連携した取組
・国と地方が緊密に連携した取組

○「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施
・財源を確保しつつ、「量的拡充」と「質の向上」
・都市部のみならず、地域の実情に応じた子育て
支援に関する施設・事業の計画的な整備

⇒27年4月から施行。保育の受け皿確保等による「量的拡充」
と保育士等の処遇改善等による「質の向上」
⇒地域のニーズに応じて、利用者支援事業、地域子育て支援
拠点、一時預かり、多様な保育等を充実
⇒今後さらに「質の向上」に努力

○待機児童の解消
・「待機児童解消加速化プラン」「保育士確保プラン」
⇒認定こども園、保育所、幼稚園等を整備し、新たな受け入
れを大胆に増加。処遇改善や人材育成を含めた保育士の確保
⇒29年度末までに待機児童の解消をめざす

○「小１の壁」の打破
・「放課後子ども総合プラン」
⇒小３までから小６までに対象が拡大された放課後児童クラ
ブを、31年度末までに約30万人分整備

○経済的基盤の安定
・若者の雇用の安定
⇒若者雇用対策の推進のための法整備等

・高齢世代から若者世代への経済的支援促進
⇒教育に加え、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度創設

・若年者や低所得者への経済的負担の軽減

○結婚に対する取組支援
・自治体や商工会議所による結婚支援
⇒適切な出会いの機会の創出・後押しなど、自治体や商工
会議所等による取組を支援

○子育て・保育・教育・住居などの負担軽減
⇒幼稚園、保育所等の保育料無償化の対象拡大等の検討

や保育所優先利用

○自治体、企業、公共交通機関などによる
多子世帯への配慮・優遇措置の促進
⇒子供連れにお得なサービスを提供する「子育て支援
パスポート事業」での多子世帯への支援の充実の促進

Ⅲ 重点課題

○男性の意識・行動改革

・長時間労働の是正
⇒長時間労働の抑制等のための法整備、「働き方改革」

・人事評価の見直しなど経営者等の意識改革
⇒部下の子育てを支援する上司等を評価する方策を検討
・男性が出産直後から育児できる休暇取得
⇒企業独自の休暇制度導入や育休取得促進

○「ワークライフバランス」・「女性の活躍」
・職場環境整備や多様な働き方の推進
⇒フレックスタイム制の弾力化、テレワークの推進

・女性の継続就労やキャリアアップ支援
⇒「女性活躍推進法案」

２．若い年齢での結婚・出産の希望の実現

３．多子世帯へ一層の配慮

４．男女の働き方改革

１．子育て支援施策を一層充実

５．地域の実情に即した取組強化
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○結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり

・マタニティマーク、ベビーカーマークの普及
・子育て支援パスポート事業の全国展開

○結婚
・ライフデザインを構築するための情報提供
⇒結婚、子育て等のライフイベントや学業、キャリア
形成など人生設計に資する情報提供やコンサル支援

○妊娠・出産
・「子育て世代包括支援センター」の整備
⇒妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な
相談支援を提供するワンストップ拠点を整備し、
切れ目のない支援を実施

・産休中の負担軽減
⇒出産手当金による所得補償と社会保険料免除
・産後ケアの充実
⇒産後ケアガイドラインの策定検討

・マタニティハラスメント・パタニティハラス
メントの防止 ⇒ 企業への指導の強化・徹底

・周産期医療の確保・充実等

○国の推進体制

○施策の検証・評価

○大綱の見直し

Ⅴ 施策の推進体制等

Ⅳ きめ細かな少子化対策の推進

○子育て
・経済的負担の緩和 ⇒幼児教育の無償化の段階的実施
・三世代同居・近居の促進 ・小児医療の充実
・地域の安全の向上 ⇒子供の事故や犯罪被害防止
・障害のある子供、貧困の状況にある子供など様々な
家庭・子供への支援
⇒障害のある子供への支援、子供の貧困対策、ひとり親家庭
支援、児童虐待防止

○教育
・妊娠や出産に関する医学的・科学的に正しい知識の

教育 ⇒ 教材への記載と教職員の研修

○仕事
・正社員化の促進や処遇改善
・ロールモデルの提示
⇒就労する・しない、子供を持ちながら働き続ける、
地域で活躍を続ける等のロールモデルの提示

・「地方創生」と連携した地域の雇用創出

○企業の取組

・企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」と
先進事例の情報共有

⇒次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定促進
・表彰やくるみんマーク普及によるインセンティブ付与

１．各段階に応じた支援

２．社会全体で行動し、少子化対策を推進

・内閣総理大臣を長とする「少子化社会対策会議」を中心に、「まち・ひと・しごと創生本部」と
連携しつつ、政府一体で推進

・数値目標を設定

・自治体・企業も対象とする検証評価の方策を検討

・おおむね５年後を目途に見直し
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希望どおりに結婚したい
※現状の35～39歳未婚率

男性35.6％、女性23.1％
※結婚意思率（18～34歳）

男性86.3％、女性89.4％

希望どおりの年齢での結婚をか
なえたい
※現状の平均初婚年齢

男性31.1歳、女性29.4歳

※希望結婚年齢（18～34歳）
男性30.4歳、女性28.4歳

希望どおりの人数を出産・子育
てしたい
※現状
・夫婦の平均予定子供数

2.07人

・独身者の希望子供数
2.12人

・理想の子供数を持てない理由
として「子育てや教育にお金が
かかるから」と回答した割合

60.4％

ひとり親家庭の生活環境を改
善し、子供の学習意欲を向上
させたい

※現状
・ひとり親家庭の子供の高校

卒業後の進学率 41.6％
（全世帯平均 73.2％）

若年の雇用安定化・所得向上
・失業率（全体3.3％）
・若年（15～34歳）非正規割合
27.7％
・若年（15～34歳）無業者 56万人

保育・育児不安の改善
・安心して結婚・妊娠・出産・子育
てできる社会が実現していると考
える人の割合：19.4％

教育費負担感の軽減、相談体制の
充実
・子育てにかかる経済的な負担と
して大きいと思われるもの
①学校教育費 55.6％

②塾等学校以外教育費47.0％
③保育所等費用 39.1％

ひとり親家庭の所得の向上
・母子世帯の平均年間収入

就労収入 181万円
収入合計 223万円

⑪
希望する教育を受けることを阻む制
約の克服

⑥
多様な保育サービスの充実

ひ
と
り
親
家
庭 ⑫

子育てが困難な状況にある家族・子
供等への配慮・対策等の強化

③
結婚支援の充実

夢
を
つ
む
ぐ
子
育
て
支
援

⑩
地域の実情に即した支援
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て

国民生活における課題 検討すべき方向性

出会いの場の提供
・今まで結婚していない理由（20
代・30代）「適当な相手に巡り合わ
ない」男性53.5％、女性55.1％

①
若者の雇用安定・待遇改善

仕事と育児が両立できる環境整備
・フルタイムに対するパートタイム
の賃金水準 56.6％
・週労働時間49時間以上 21.3％
・非労働力人口の女性のうち就労

を希望する者 301万人
・セクハラ防止に取り組む企業
59.2％

⑤
子育てを家族で支える三世代同居・
近居しやすい環境づくり

⑧
働き方改革の推進
（※「介護離職ゼロの実現」⑤と共通）

対応策

②
サービス産業の生産性向上
（※「名目GDP600兆円の実現」⑮と共通）

⑦
保育サービスを支える多様な人材
の確保、生産性の向上

⑨
女性活躍の推進

④
妊娠・出産・育児に関する不安の解
消

待機児童の解消
・保育所待機児童数 23,167人
・放課後児童クラブ待機児童数
16,941人

希望出生率
１．８の実現

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）抜粋
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待機児童数及び保育利用率の推移

 保育利用率（利用児童数／就学前児童数）は年々上昇している一方、待機児童が２万人を上回る水準で推移している。
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待機児童解消に向けた保育の受け皿拡大

◆平成25年４月に 「待機児童解消加速化プラン」を策定し、平成25年度から平成29年度末までの５年間で新たに

50万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童解消を図ることとしている。

※ 今後、25～44歳の女性の就業が更に進むことを念頭に、平成27年11月の「一億総活躍社会実現に向けて緊急に実施すべき

対策」に基づき整備目標を前倒し・上積み（40万人分 ⇒ 50万人分）。

◆ 各自治体の取組により、平成25～27年度の３か年で合計約31.4万人分の保育の受け皿拡大を達成し、

平成29年度までの５年間で合計約48.3万人分の保育の受け皿拡大を見込んでいる。

◆ さらに、平成28年度から実施している企業主導型保育事業により、約5万人分の保育の受け皿拡大を進めていく。

◇ 「待機児童解消加速化プラン」集計結果（平成28年度）

（平成２９年度末）
（平成26年４月） （平成28年４月） 50万人分確保時の利用率

１、 ２歳児 ： ３５．１％ → ４１．１％ → ４８．０％
＜ 【参考】女性の就業率 ： ７０．８％（2014年） → ７７％（2020年） ＞

（注）利用率：利用児童数 ÷ 就学前児童数
平成26年4月の利用率は小規模保育事業等を含んでいない。

１・２歳児の保育所等利用率の推移

○平成28年度補正予算（平成29年度に予定していた3.9万人分のうち２万人分の整備を前倒し）

○平成29年度当初予算（前倒し分を除いた必要となる保育の受け皿に対応した予算を要求）
► ０歳児期の育児休業終了後の「入園予約制」の導入支援
► ３歳以上に特化した拠点保育園に３歳未満対象の「サテライト型小規模保育事業所」の設置支援
► 保護者のニーズをかなえる保育コンシェルジュの展開
► 保育園等の設置の際に地域住民との合意形成等を進める「地域連携コーディネーター」の機能強化

＜待機児童解消加速化プランの全体像＞

受け皿確保に向けた取組

5か年合計平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

59,963人

( 計 314,248人 ) ( 計 169,547人 )
483,795人

72,430人 147,233人 94,585人 109,584人

「待機児童解消加速化プラン」集計結果（平成28年度）
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 育児休業取得率を見ると、女性は80％台、男性は２％台で推移している。

育児休業取得率の推移
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 非正規雇用は、緩やかに増加（役員を除く雇用者全体の37.5％、平成27年平均）。
なお、直近（平成28年１月現在）では、2,037万人（38.9％）。

 正規雇用は、平成26年までの間に緩やかに減少していたが、平成27年は８年ぶりに対前年比で増加に転じた。

（資料出所）平成11年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、平成16年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」
（年平均）長期時系列表10

（注）1）平成17年、平成22年の数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準）に切替え集計した値。
2）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
３）非正規雇用労働者の割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合
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[非正規雇用労働者の内訳]

[雇用形態別] [年齢、男女別]

男15～59歳

367万人(19%)

女15～59歳

1,099万人

(56%)

女６０歳以上

246万人(12%)

男60歳以上

267万人(13%)

パート

961万人(49%)

アルバイト

405万人(20%)

派遣

126万人(6%)

契約・嘱託

404万人(20%)

その他

83万人(4%)

万人

１９８５年 １９９０年 ２００５年 ２０１５年１９９５年 ２０００年 ２０１０年
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役員を除く雇用者

非正規雇用労働者の割合
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 平成25年国民生活基礎調査によると、平成24年の相対的貧困率は１６．１％ 、子どもの貧困率１６．３％となっている。
 日本の相対的貧困率は、OEDC平均を上回る。
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被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移
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（平成２６年６月審査分）

注：医療全体は、1人当たり国民医療費（年額）を12で割ったものとしている。
資料：第62回医療扶助実態調査（平成26年６月審査分）特別集計、平成26年度被保護者調査（年次調査）、平成25年度国民医療費
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 生活保護受給者数は約216万人であり、平成23年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
 年齢階級別に入院に係る１人当たり医療扶助費（月額）をみると、20歳未満については医療全体とほぼ同水準であるが、20歳以上に

ついては医療全体よりも高い水準となっている。

（出所）経済・財政一体改革推進委員会第10回社会保障WG 資料６ 厚生労働省提出資料抜粋
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新たな生活困窮者自立支援制度

◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計相談支援事業
・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計管理の意欲を引き出す相談
支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する
学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◆自立相談支援事業

〈対個人〉
・訪問支援等（アウトリーチ）も含め、
生活保護に至る前の段階から早期
に支援

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向け
た支援計画（自立支援計画）を作
成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準備が

必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

再就職のために
居住の確保が

必要な者

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提
供

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 右記は、法に規定する支援（◆）を中心に記
載しているが、これ以外に様々な支援（◇）があ
ることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

基本は、自立に向けた人的支援を包

括的に提供

柔軟な働き方を必
要とする者

就労に向けた準備が
一定程度

整っている者
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